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１１ パパララススポポーーツツととはは？？

「パラスポーツ」という言葉があるからと言って、障がいのある人のための特別なスポーツがあるわ

けではありません。障がいのない人を基準に行われているスポーツのルールや方法をそのまま適用

することが、「困難」、「危険」、もしくは「障がいを悪化させる」などの恐れを解消し、障がいのある人

も安全に楽しく、かつ公平にスポーツを行うことができるよう、障がいの状態に合わせて、競技規則

や用具を一部変更したスポーツを、広く「パラスポーツ」といいます。

２２ パパララリリンンピピッッククににつついいてて

国際的なパラスポーツ大会の代表的なものとして、オリンピックと同じ年に同じ場所で開催される

パラリンピックがあります。

パラリンピックは、イギリスの国立戦傷脊髄損傷者病院の院長であった L．グットマン博士が、第２

次世界大戦で障がいを負った兵士たちのリハビリとして「手術よりスポーツを」の理念で治療にスポ

ーツを採用したのが始まりです。このとき、博士が戦傷者たちに与えた「失ったものを数えるな、残さ

れたものを最大限に生かせ！」という言葉は、障がいのある人 に々スポーツを通じて励ます言葉として、

現在もなお、世界中で語り継がれています。

もともとは戦傷者のリハビリとして始まったスポーツが、いつしかレクリエーションスポーツ、競技ス

ポーツへと広がり、更には国際的な競技大会が開催されるまでになり、現在のパラリンピックへと発

展しました。

３３ 日日本本ののパパララススポポーーツツ大大会会

わが国におけるパラスポーツは、明治時代から学校体育の中で細 と々進められてきましたが、

1964 年に日本で開催された東京パラリンピックを契機に広まりました。各国の選手たちが力強く

活躍し、明るく振る舞う自信に満ちた姿を目にし、日本でも身体障害者スポーツ大会を毎年恒例の

行事として実施しようという気運が高まり、翌年の 1965 年に、国民体育大会が開催された岐阜県

で「第１回全国身体障害者スポーツ大会」が開催され、以降も国民体育大会にあわせて毎年行われ

るようになりました。

このように、パラスポーツが広まるにつれ、障がいのある人自身のスポーツに対する意識も、リハ

ビリの延長としてではなく、「楽しむスポーツ」「競技するスポーツ」へと広がり、1998 年に、わが国

で開催された長野パラリンピック冬季大会は、パラスポーツを通して、障がい者の自立と社会参加の

推進、障がいに対する国民の理解促進に大きな役割を果たしました。

全国障害者スポーツ大会は、そのような障がい者の自立と社会参加、国民の理解促進などを目的

として、1965 年から身体障がいのある人を対象に開催されてきた「全国身体障害者スポーツ大

会」と、1992 年から知的障がいのある人を対象に開催されてきた「全国知的障害者スポーツ大

第第２２章章 パパララススポポーーツツににつついいてて
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会」が統合された国内最大のパラスポーツの祭典で、2001 年に宮城県で第１回大会が開催され

ました。202４（令和６）年に開催される「ＳＡＧＡ２０２４全障スポ」は、第 2３回大会にあたります。

４４ 最最近近ののパパララススポポーーツツ

日本においても、パラスポーツの「高度化」が進展し、さまざまな問題が生じるようになりました。例え

ば、スポーツ競技は身体的な優劣を競うものであるため、パラスポーツが競技スポーツとして発展す

ればするほど、より重い障がいがある人が参加しにくくなってしまうという問題が起こっていると指摘

されています。

そのような中、近年注目されているのが「アダプテッド・スポーツ (adapted sports)」という考え

方です。障がいのある人や女性、子どもなど、対象を限らず全ての人 が々参加できるスポーツ（レクリ

エーションも含みます。）などの身体活動をいいます。

メメ モモ欄欄
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【【日日本本ににおおけけるるパパララススポポーーツツのの歴歴史史】】

年 できごと

1951 年

1962 年

1963 年

1964 年

1965 年

1966 年

197０年

1975 年

198１年

1985 年

1991 年

1992 年

東京都で身体障がい者のスポーツ大会開催

国際ストーク・マンデビル大会（イギリス）への日本選手団初参加

日本ろうあ体育協会（日本ろう者スポーツ協会）設立

厚生省社会局長通知「身体障害者スポーツ振興について」で身体障がい者のス

ポーツの振興を図る（補助制度設立など）。

第 2 回パラリンピック競技大会開催（東京都）

＊車いす使用者の大会。

パラリンピック終了後、２部として国内のスポーツ大会を開催。

第 1 回全国身体障害者スポーツ大会開催（岐阜県）

日本身体障害者スポーツ協会設立

身体障害者スポーツ指導者講習会開始

第１回日本車いすバスケットボール選手権大会開催

＊競技別の大会

第 1 回極東・南太平洋障害者スポーツ大会開催（大分県）

通称：フェスピック（対象は内部障がいを除く身体障がいと知的障がい）

第 1 回スペシャルオリンピック全国大会開催（神奈川県）

＊知的障がい者国内初の全国規模の競技大会

第 1 回大分国際車いすマラソン大会開催

＊国際障がい者年記念事業

日本身体障害者スポーツ協会公認身体障害者スポーツ指導者制度設立

ジャパンパラリンピック開催（東京都／陸上競技・水泳）

日本身体障害者陸上競技選手権大会開催（大阪府）

＊競技性を高める。

第 1 回全国知的障害者スポーツ大会（ゆうあいピック）開催（東京都）

＊知的障がい者の全国大会
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年 できごと

1998 年

1999 年

2000 年

2001 年

2008 年

2011 年

201４年

202１年

2024 年

第 7 回パラリンピック冬季大会開催（長野県）

＊知的障がい者が初参加

「日本身体障害者スポーツ協会」が「日本障害者スポーツ協会」と名称変更（身体

と知的を統合）

日本パラリンピック委員会設立（JPC）

日本知的障害者スポーツ連盟設立

日本障害者スポーツ協会が日本体育協会に加盟

第 1 回全国障害者スポーツ大会開催（宮城県）

＊身体と知的を統合

第 8 回全国障害者スポーツ大会開催（大分県）

＊精神障害者バレーボールが正式競技となる。

スポーツ基本法施行

昭和 36 年に制定されたスポーツ振興法が改正され、「全国障害者スポーツ大

会」が、法に明記されることとなった。

国におけるパラスポーツに関する事業の移管

スポーツ振興の観点から一層推進していくため、厚生労働省から文部科学省に

移管することとなった。

東京２０２０パラリンピック競技大会開催

「日本障がい者スポーツ協会」が「日本パラスポーツ協会」と名称変更

第 23 回全国障害者スポーツ大会開催（佐賀県）
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【【佐佐賀賀県県ににおおけけるるパパララススポポーーツツののああゆゆみみ】】

年 できごと

197６年

1979 年

198３年

2000 年

2001 年

2002 年

2014 年

2022 年

202４年

第 1２回全国身体障害者スポーツ大会（若楠大会）開催

佐賀県身体障害者スポーツ協会設立

佐賀県総合福祉センター（体育館）供用開始

佐賀県障がい者スポーツ指導者協議会設立

佐賀県障がい者スポーツ協会設立

第 1 回佐賀県障害者スポーツ大会開催

一般社団法人佐賀県障がい者スポーツ協会へ法人化

一般社団法人佐賀県パラスポーツ協会へ名称変更

第２３回全国障害者スポーツ大会（ＳＡＧＡ２０２４全障スポ）開催
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５５ 全全国国障障害害者者ススポポーーツツ大大会会ににおおけけるる障障ががいい区区分分（（ククララスス分分けけ））

障がいのある人の競技は、障がいの種類や程度によって競技成績が大きく左右されます。このた

め、競技毎に障がいをいくつかに分け、同じ障がい区分の人たちの中で競技することとしています。

競技者の年齢も、競技成績に影響があると考えられるため、年齢による区分を、身体障がい者は２

区分、知的障がい者は３区分としています。

＜障がい区分＞

身体障がい者：１部（３９才以下） ２部（４０才以上）

知的障がい者：少年の部（１９才以下） 青年の部（２０～３５才）

壮年の部（３６才以上）

（注）上記の区分は、全国障害者スポーツ大会のために制定されており、

国際大会や各競技団体が実施する競技会とは異なります。
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（（ １１ ）） 陸陸上上競競技技

19



- 20 -

（（ ２２ ）） 水水泳泳
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（（ ３３ ）） アア ーーチチ ェェ リリ ーー

（（ ４４ ）） 卓卓球球（（ ササウウンン ドド テテ ーーブブ ルルテテ ニニ スス （（ ＳＳ ＴＴ ＴＴ ）） をを 含含むむ））

（（ ５５ ）） フフ ララ イイ ンン ググデディィ スス クク

（（ ６６ ）） ボボウウリリ ンン ググ

知的障がい者で 男女別、 年齢区分別に 実施する 。
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（（ ）） ボボッッ チチ ャャ

（（ ８８ ）） ババスス ケケッッ トト ボボーールル

知的障がい者で 、 男女別に実施する 。

（（ ９９ ）） 車車いいすすババスス ケケッッ トト ボボーールル

肢体不自由者の車いす使用者で、 競技規則第 9 部第３ 条の規定に該当する 者。

ソソ フフ トト ボボーールル

知的障がい者のみの競技と する 。

ググララ ンン ドド ソソ フフ トト ボボーールル

視覚障がい者のみの競技と する 。

ババレレ ーーボボーールル

聴覚障がい者と 知的障がい者は、 男女別に実施する 。

精神障がい者は、 男女混合と する 。

ササッッ カカ ーー

知的障がい者のみの競技と する 。

フフ ッッ トト ソソ フフ トト ボボーールル

知的障がい者のみの競技と する 。
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